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博物館法

新潟市美術館条例

新潟市美術館

文化スポーツ部・新潟市美術館

新潟市中央区西大畑町5191-9

　＜構想の理念＞政令市にふさわしい、市民に開かれた個性あふれる美術館を目指します。

１．「あるもの（館蔵品を含む地域の多様な文化資源・自然環境）」を活かし、新たな知を掘り起す「発見する美術館」

２．教育普及の事業を通じて、あらゆる世代の市民が「学べる美術館」

３．さまざまな芸術が交差し、訪れるたびに心躍る「生きている美術館」

４．市民同士、地域の文化施設相互が「つながる美術館」

５．高い質を保ち、市民が誇れる「信頼の美術館」

施 設 概 要

敷地面積 9,598.14㎡ 建築面積 4,386.22㎡ 延床面積 5,550.70㎡
建物構造 鉄筋コンクリート造２階建
主な施設
１階　常設展示室(693.73㎡)  企画展示室(1,193.08㎡)  市民ギャラリー(128.39㎡)
２階　講堂(145.81㎡）実習室(183.60㎡)

施 設 の 設 置 目 的

管 理 ･ 運 営 に 関 す る 基 本 理 念 ， 方 針 等

美術に関する市民の知識及び教養の向上に寄与します。


